
議案第４８号

杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年６月２日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例

杉並区保育料等に関する条例（平成２７年杉並区条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条の次に次の１条を加える。

（第１子に係る保育料）

第４条の２ 第３条第２項第２号、第３条の２及び前条の規定にかかわらず、政令

第１４条に規定する特定被監護者等のうち、最年長者（特定教育・保育等を受け

る満３歳未満保育認定子どもに限る。）に係る保育料の額は、規則で定めるとこ

ろによる。

第５条中「前３条」を「第３条から前条まで」に改める。

附 則

１ この条例は、令和７年９月１日から施行する。

２ 改正後の第４条の２の規定は、令和７年９月以後の月分の保育料について適用

し、同年８月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

（提案理由）

第１子の保育料を無料とする必要がある。



杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（第１子に係る保育料）

第４条の２ 第３条第２項第２号、第３

条の２及び前条の規定にかかわらず、

政令第１４条に規定する特定被監護者

等のうち、最年長者（特定教育・保育

等を受ける満３歳未満保育認定子ども

に限る。）に係る保育料の額は、規則

で定めるところによる。

（区立子供園に係る保育料） （区立子供園に係る保育料）

第５条 第３条から前条までの規定にか 第５条 前３条 の規定にか

かわらず、杉並区立子供園条例（平成 かわらず、杉並区立子供園条例（平成

２１年杉並区条例第４２号）第１条に ２１年杉並区条例第４２号）第１条に

規定する杉並区立子供園における特定 規定する杉並区立子供園における特定

教育・保育又は特別利用教育を受ける 教育・保育又は特別利用教育を受ける

教育・保育給付認定子どもの保育料に 教育・保育給付認定子どもの保育料に

ついては、同条例の定めるところによ ついては、同条例の定めるところによ

る。 る。

資 料


